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審 議 事 項 施工能力審査型総合評価方式への「地域精通度」を評価する項目の追加について

議 案 の 概 要

平成 26 年 6 月「公共工事の品質確保の促進に関する法律」（平成 17 年法律第 18

号。以下「品確法」という。）の一部が改正され、公共工事の品質確保を図るために、

地域における公共工事の担い手の育成及び確保について配慮することが明記され

た。また、品確法に基づく指針として国は「発注関係事務の運用に関する指針」（平

成 27 年 2 月公表）を策定し、この中で「総合評価方式の評価項目として地域の精通

度を必要に応じて設定していくこと。」を示した。

既に技術力評価型・技術実績評価型総合評価方式においては、地域精通度を評価

する項目として「地域における実績」を設定している。

地域のインフラを今後も安定的に整備・維持していくためには、地域に精通した

中小企業が活躍しやすい環境を整備していくことが重要であることから、比較的小

規模で地域に密接に関係する工事に対し適用する施工能力審査型総合評価方式にお

いても「地域における実績」を評価項目として追加する。

書 類 の 回 議

による審議結果

施工能力審査型総合評価方式への「地域精通度」を評価する項目の追加について

了承する。

委 員 か ら の

意 見 等 の 概 要

○ 本評価項目は、既に技術力評価型・技術実績評価型総合評価方式において、設

定している項目であり、品確法の改正の主旨を踏まえると、施工能力審査型総合

評価方式にも適用することは望ましいと思う。

○ 配点バランスによっては、地域における実績を有する事業者が過度に有利とな

る恐れがあるが、今回の配点はそれほど比重が高くないので問題ないと思われる。


